
昨年7月の豪雨では、県内のため池が決壊し被害が
拡大しました。これからの季節、秋雨前線や台風の影
響で豪雨が発生することがあります。災害に備え、農
業用水利施設（ため池・頭首工・農業用水路・排水路・
揚水機等の農業に使用する施設）の危険個所を点検
し、安全性を確保してください。
■点検箇所
●変形・破損・漏水

農業用施設は経年劣化し、思わぬところが変形・破
損したり漏水が発生することがあります。
●ため池堤体の陥没・ひび・湿って柔らかいところ

小さな水みちが決壊の原因になります。
●立ち木や雑草

施設そのものが見えにくくなり、施設自体も草木の
根に押され変形し、機能が失われる可能性がありま
す。特にため池は、草木の根によってできるすきまが漏
水の原因となることがありますので立ち木や雑草は刈
り取ってください。

●水流を妨げているもの
水流を妨げているものがあると、そこから水があふ

れ、水路の脇が掘れることで結果的に施設の寿命を縮
めてしまいます。特にため池は洪水吐に土のうを積ん
だり、網などを張っていると、大雨による水を排除でき
ず、山からの流木などが引っ掛かり、洪水吐をふさいで
しまうことがあります。洪水吐をふさいでいるものは取
り除き、周囲の崩れそうな部分は直しておきましょう。
■作業は複数人で

農業用水利施設等の確認や維持作業は危険を伴い
ます。少しでも危険を回避するため、複数人で作業をし
てください。

農業用水利施設を点検してください

入居希望者多数の場合には抽選になります。

種類 市営住宅

公募期間 9月2日（月）～9月17日（火）

住宅名 甲田町堂ノ口住宅
F棟1号室

美土里町横田住宅
2棟3号室

高宮町宮迫住宅
1棟1号室

向原町朝日が丘住宅
8棟2号室

所在地 甲田町高田原1677番地23 美土里町横田2465番地4 高宮町来女木1561番地1 向原町戸島2953番地1

家賃（月額） 24,900円～37,100円 14,100円～21,100円 12,200円～18,100円 16,200円～24,200円

間取り 木造二階建3DK

条件 原則、同居する親族がいること
所得制限（上限） 所得制限（上限）

制度に
関する

お知ら
せ 行政情報

公営住宅の入居者を募集します

7月から「障害福祉サービス等※」の対象となる疾病
（難病等）が359疾病から361疾病へ拡大されました
（市ホームページに掲載）。

対象の方は、障害者手帳をお持ちでない場合でも、
必要と認められた支援が受けられます。
《申請方法》

対象疾病にかかっていることがわかる書類（特定医
療受給者証など）を社会福祉課障害者福祉係に提出
し申請してください。

障害支援区分の認定や支給決定の後、必要と認め
られたサービスを利用できます。
※障害福祉サービス等…障害福祉サービス・相談支
援・補装具・地域生活支援事業。障害児（18歳未満）
は、障害児通所支援・障害児入所支援を含む。

心身の機能低下や妊娠等で、車の乗降や歩行が困
難な方が公共施設などを利用するために「思いやり駐
車場」が設けられています。利用には「思いやり駐車場
利用証」が必要になりますので、交付を希望する方は
社会福祉課障害者福祉係、または各支所窓口で申請
してください。
■思いやり駐車場の表示

■利用証

障害福祉サービス
対象疾病が拡大されました

思いやり駐車場

□問社会福祉課　障害者福祉係　担当：高田
☎・お太助フォン42-5615　 42-2130

□問社会福祉課　障害者福祉係　担当：好岡
☎・お太助フォン42-5615　 42-2130

□問住宅政策課　住宅係　担当：岩本
☎・お太助フォン47-1202　 47-1206

家屋の固定資産税は、毎年1月1日時点で存在する家
屋を対象として作成した台帳をもとに、家屋所有者が納
税する税です。今年中に新築などをした方は届け出が必
要ですので税務課資産税係、または各支所窓口係へ届
け出てください。届出用紙は納税通知書添付のものか、
届出先に備え付けのものを利用してください。
《対象》
・今年中に新築、増築、取り壊した家屋
・今年中に完成予定の家屋
・昨年以前に新築、増築し評価を受けていない家屋
・昨年以前に取り壊し、または倒壊した家屋で、平成

31年度固定資産税納税通知書に添付された課税
明細書にまだ記載されている家屋

・登記されていない家屋の売買

届け出が必要です
家屋の新築・増築・取り壊し

□問税務課　資産税係　担当：森川
☎・お太助フォン42-5614　 42-2130

□問農林水産課　農林土木係　担当：立川
☎・お太助フォン47-4022　 42-1003

hisyokouhou@city.akitakata.jp
総務課秘書広報室

「広報あきたかた」について
ご意見をお寄せください

広報あきたかたでは「懸賞付きアンケート」掲載に
向け、市内外問わず、懸賞協賛企業を広く募集して
います。申し込み、お問い合わせは総務課秘書広
報室までご連絡ください。

懸賞付きアンケート 協賛企業募集

今月号でよかった内容や写真が
あれば教えてください。
取り上げてほしい内容や企画が
あれば教えてください。
広報に関するご意見・ご感想を
お聞かせください。

Q1.

Q2.

Q3.

アンケート

受付

メールもしくは、本庁・支所へ設置してあります
アンケート用紙にご記入いただき、広報ご意見
ポストへ投函ください。

1415 広報 あきたかた 令和元年9月号広報 あきたかた 令和元年9月号
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